
この６年間を振り返って 
ベネッセ教育総合研究所・次世代育成研究室室長　後藤 憲子

　本調査の幼稚園を対象とした第１回調査は2007年に、保育所を対象とした調査は2008年に
実施された。第２回目の調査は2012年に実施したので、幼稚園は５年後、保育所は４年後の調
査実施となった。また、第２回目では、認定こども園に対する調査も実施している。
　第１回から第２回調査に至る5年間には、幼稚園・保育所・認定こども園に関連するさまざま
な出来事があった。まず、2009年４月に改訂幼稚園教育要領と改定保育所保育指針が施行された。
保育所の第１回調査の際には「告示化」され、重みを増す保育所保育指針について尋ねている。
新しい指針は「保育士等の意識の向上につながる」という前向きな回答が見られた。今回の調査
でも保育所が新しい指針を受け、保育の質向上に向けて、努力を続けていることがデータで示さ
れている。
　同じく、2009年夏の衆議院選挙で民主党政権が成立し、子育てに関連する政策は大きく変化
した。2010年には「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、政策４本柱と12の主要施策の
中に「幼児教育と保育の総合的な提供（幼保一体化）」が盛り込まれた。また、認定こども園を
2012年までに2,000か所以上、平日昼間の保育サービス（認可保育所等）を215万人から
2014年（平成26年）までに241万人と、５年間で26万人拡大する数値目標も発表された。
2010年４月には子ども手当の支給が開始され、子育て世帯にとっては、幼稚園・保育所の保育
料の負担軽減につながったと思われる。同年11月には、「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接
続の在り方について」が出され、幼小接続、さらに保幼小接続が各自治体の中で検討される流れ
ができた。
　翌2011年は東日本大震災があり、東北地方の幼稚園・保育所の中には津波の被害に遭い、園
児が犠牲になった園も出た。福島県では原発事故のため、園児が他県へ避難し、後に廃園となる
幼稚園や保育所もあった。そのような中、７月には「子ども・子育て新システムの基本制度につ
いて」が発表され、政府の推進体制・財源の一元化、社会全体（国・地方・事業主・個人）によ
る費用負担、基礎自治体（市町村）の重視、幼稚園・保育所の一元化、多様な保育サービスの提
供などが提案された。とくに「こども園（仮称）」構想は、幼稚園・保育所・認定こども園の垣
根を取り払い（保育に欠ける要件の撤廃など）、新たな指針に基づき、幼児教育と保育をともに
提供するという、思い切ったものだった。
　しかし、2012年に入ると民主党政権は弱体化し、３月には子ども手当が廃止となり、５月か
ら新児童手当が始まった。さらに８月には、「子ども・子育て新システム」が民主・自民・公明
の３党での合意のもと「子ども・子育て関連３法」として成立、公布された。これにより、「総
合こども園」構想は実現せず、従来の私学助成金を受ける幼稚園も残しながら、施設型給付の幼
稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育給付の認可外保育所、国庫補助無しの小規模保育
所などに分かれて実施されることとなった。
　第２回目の本調査はこのような状況の中、2012年10 ～ 12月にかけて実施された。認定こど
も園への移行意思に関する調査結果などはこうした背景を考慮して検討することが必要であろ
う。さらに12月の参議院選挙では、民主党が大敗し、自民党が与党に復帰、第2次安倍内閣が
成立した。幼稚園・保育所・認定こども園の今後については、引き続き「子ども・子育て会議」
でさまざまな側面から検討が行われている。一方で2013年６月に出された「日本再興戦略」（成
長戦略）の柱として、「女性の活躍推進」があげられ、その対策として、2017年までの５年間で

調査背景
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保育所の定員を40万人に拡大する「待機児童解消加速化プラン」が出されている。3月に首都
圏で認可保育所に入れなかった保護者が行政に異議申し立てを行ったことも影響しているだろ
う。2007年から2013年のこの６年間を振り返ると、幼稚園と保育所は、たとえば、幼稚園の
預かり保育の時間が延びていることなど、見かけ上似てきている点もあるが、保育内容などはま
だ違う点もある。幼保一体化は幼保連携型認定こども園が担っていくことになるが、移行へのハー
ドルもあり、どれくらいの園が認定こども園に移行するかは、最終的にはまだわからない。幼児
教育無償化についても、３～５歳児を全面無償化にするには予算が不足するため、対象を絞り、
2014年度は幼稚園に在園する「小学校３年生以下第１子がいる世帯の第３子は全額、第２子は
半額無償化」という結果になっている。2014年度からの消費税のアップが決まり、今後の政策
への予算的裏付けはひとまず確保できている。さまざまな改革は紆余曲折を経ながらも、少しず
つ前へ進んでいくものと思われる。

西暦 社会と教育全体の出来事 少子化対策 幼稚園 保育所 認定こども園
2003年

（平成15年）
９月　少子化社会対策基本
法施行

10月　中央教育審議会に幼
児教育部会設置

11月　保育士資格の法定化

2004年
（平成16年）

６月　少子化社会対策大綱 
12月　子ども・子育て応援
プラン策定

「就学前の教育・保育を
一体として捉えた一貫し
た総合施設について」
（審議まとめ）公表

2005年
（平成17年）

合計特殊出生率
1.26/総人口減少へ ４月　次世代育成支援対策

推進法施行

１月　中央教育審議会 「子
どもを取り巻く環境の変化
を踏まえた今後の幼児教育
の在り方について」答申

2006年
（平成18年）

12月　教育基本法改正 ６月　新しい少子化対策に
ついて

自民党　骨太の方針に幼児
教育無償化盛り込む 
７月　「幼児教育振興アク
ションプログラム」 策定

６月「就学前の子どもに
関する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関す
る法律」公布 
10月　認定こども園設置
法施行

2007年
（平成19年）

４月　改正男女雇用機会均
等法施行
７月　学校教育法改正
第１回調査実施
（幼稚園編）

12月　「子どもと家族を応
援する日本」重点戦略

12月　社会保障審議会少子
化対策特別部会設置

2008年
（平成20年）

「教育振興基本計画」策定
リーマンショック～世界金
融危機
第１回調査実施
（保育所編）

３月　幼稚園教育要領改訂
告示

２月　新待機児童ゼロ作戦 
３月　保育所保育指針改定
告示 
３月　「保育所保育指針等
の施行等について」の通知
「保育所における質の向上
のためのアクションプログ
ラム」を別添　

７月　「認定こども園の
普及促進について」公表

2009年
（平成21年）

８月　衆議院選挙 民主党政
権誕生 
９月　鳩山内閣発足

４月　幼稚園教育要領施行 ４月　保育所保育指針施行 ３月　「今後の認定こど
も園制度の在り方につい
て」

2010年
（平成22年）

４月　子ども手当支給開始 
高校無償化法成立

１月　「子ども・子育てビ
ジョン」閣議決定 
「子ども・子育て新システ
ム検討会議」 次世代育成支
援対策推進法後期行動計画
期間の開始

11月　幼児期の教育と小学
校教育の円滑な接続の在り
方について

11月　待機児童解消「先取
り」プロジェクト

2011年
（平成23年）

３月　東日本大震災 　
４月　08年告示の小学校 
学習指導要領の全面施行

2012年
（平成24年）

３月　子ども手当廃止
５月　新「児童手当法」施
行

第２回調査実施
（幼・保・認定こども園）
12月　衆議院選挙　
自民党政権復活　
第２次安倍政権誕生

３月　子ども・子育て新シ
ステムに関する基本制度
８月　子ども・子育て関連
３法の成立・公布

2013年
（平成25年）

6月　少子化危機突破のた
めの緊急対策

5月　「待機児童解消加速
化プランについて」を発表

6月　幼保連携型認定こ
ども園保育要領（仮称）
の策定に関する合同の検
討会議開催

2014年
2015年 ４月　子ども・子育て支援新制度　スタート予定

社会の動き、幼児教育・保育関連動向年表
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1 調査テーマ 
園の教育・保育活動、子育て支援活動、園の体制などに関する実態および園長の意識

2 調査方法 
郵送法（自記式アンケートを郵送により配布・回収） 

3 調査地域 
日本国内全域

4 調査項目 
 環境や設備／保育者の状況／教育・保育目標／教育課程・保育課程／指導計画／
教育・保育活動／子育て支援／保育者研修／障害児対応の体制／園の課題／
認定こども園への移行など 
※調査票は、幼稚園版・保育所版・認定こども園版の3種類を作成。共通項目と、各施設ごとの項目から設計。

5 調査時期・対象・分析の枠組みとサンプル数

調査概要

調査名 調査時期 調査対象
分析の枠組みとサンプル数

幼稚園 保育所 認定
こども園国公立 私立 公営 私営

第１回 幼児教育・
保育についての
基本調査
（幼稚園編）

2007年6月
園児数30人以上（一部、園児数
不明の園も含む）の国公私立幼稚
園園長・副園長（教頭）・主任

401
（発送数
1,421
回収率
28.2%）

1,203
（発送数
5,680
回収率
21.2%）

第１回 幼児教育・
保育についての
基本調査
（保育所編）

2008年
9月～10月

園児数30人以上（一部、園児数
不明の園も含む）の認可保育所の
所長・施設長（園長）、副所長・
副施設長（副園長）、主任 

1,540
（発送数
6,000
回収数
1,584
回収率
26.4%）

1,478
（発送数
6,000
回収数
1,434
回収率
23.9%） 

 

第２回 幼児教育・
保育についての
基本調査
（幼稚園・保育
所・認定こども
園）

2012年
10月～12月

園児数30人以上（一部、園児数
不明の園も含む）の国公私立幼稚
園、公私営認可保育所、認定こど
も園の園長等（＊）
＊�園長・所長・施設長、副園長（教
頭）・副所長・副施設長、主任な
ど

456
（発送数
2,700
回収率
16.9%）

921
（発送数
5,000
回収率
18.4%）

1,362
（発送数
9,700
回収率
14.0%）

2,343
（発送数
10,900
回収率
21.5%）

139
（発送数
800
回収率
17.4%）

全体：発送29,100園、回収5,221園

公私・経年
比較が可能

公私・経年
比較が可能

幼稚園・保育所・認定
こども園間の比較が可能

▲ ▲

※第１回保育所調査の分析用サンプル数（有効回収数）は、
　公営 1,540 園、私営 1,478 園
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＜第１回調査＞ ＜第２回調査＞

共通設問

幼稚園

2007年 2008年 2012年

幼稚園

認定こども園

国公立
私　立

保育所
公　営保育所
私　営

経年比較

経年比較

公私比較

公私比較

幼・保・
認定こども園
の比較

独自設問

● 本報告書を読む際の注意点 
・保育所は「認可保育所」を調査対象にしている。
・ 保育所については公設民営園があるため、「公営」「私営」という用語で公私の区分けを行っ

ている。幼稚園については、「国公立」「私立」で区分けを行っている。
・ 本報告書では、2007年に実施した幼稚園調査と、2008年に実施した保育所調査を「07 ／

08年調査」（幼稚園のみ、あるいは保育所のみでの経年比較を行う場合、「07年調査」や「08
年調査」と表していることもある）、2012年に実施した幼稚園・保育所・認定こども園調査
を「12年調査」と表している。

・ 本報告書の図表のサンプル数の表示について、各設置区分の園の全体サンプル数を母数にし
ている場合、サンプル数は表示していない。

・ 本報告書で使用している百分率（％）は、原則として小数点第２位を四捨五入して表示した。
四捨五入の結果、数値の和が100にならない場合がある。

1． 全国の幼稚園（国公立、私立）・保育所（公営・私営）・認定こども園を対象とした調査であ
るため、幼児教育・保育全体の実態をとらえることができる。
特に本調査は基礎的な実態とともに、平成20年に告示された改訂幼稚園教育要領や改定保
育所保育指針の影響や、幼保一体化に対する園長の意識などもみることができる。

2． 幼稚園と保育所については、2007年（幼稚園）、2008年（保育所）に実施した第１回調査
との経年変化を把握できる。

3． 調査票は、幼稚園・保育所・認定こども園について、それぞれ独自の項目を設けるとともに、
共通の設問は内容をそろえている。したがって、園の区分別の共通点と相違点を把握するこ
とができる。

＊＊＊＊＊＊＊＊  分析の枠組み  ＊＊＊＊＊＊＊＊

本調査の特徴
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国
公
立

私
立

幼
稚
園

07／08年調査

12年調査

07／08年調査

12年調査

公
営

私
営

保
育
所

認定こども園

07／08年調査

12年調査

07／08年調査

12年調査

12年調査

0 20 40 60 80 100 120

55.6 21.2 19.2
1.22.7

3.7

1.2

1.13.4

1.4

0.9

1.1

1.9

2.1

2.3

2.5

3.6

11.113.269.2 5.1

67.1

75.2

73.4

85.9

15.470.6 9.2

7.412.715.463.6

11.181.6 4.2

20.87.3

13.35.9

10.110.1

7.6

2.4

3.0

2.9

園長・所長・施設長 無答不明
その他副園長（教頭）・副所長・副施設長

主任

（％）

国
公
立

07年調査

12年調査

0 20 40 60 80 100

6.2
0.70.0

0.03.3
0.096.7

国立 無答不明その他

93.0

公立

（％）

公
営

08年調査

12年調査

0 20 40 60 80 100

1.80.4

0.0
0.0100.0

無答不明その他

97.8

公設公営

（％）

私
営

08年調査

12年調査

0 20 40 60 80 100

13.7 5.1
0.7

0.0
0.088.811.2

公設民営 無答不明その他

80.4

民設民営（私立）

（％）

0 20 40 60 80 100

認定こども園 7.9 7.2
2.2 3.6 0.0

2.9

公立・幼保連携型 その他
私立・保育所型 地方裁量型
公立・保育所型

48.9

私立・幼保連携型

27.3

私立・幼稚園型

公立・幼稚園型

（％）

私
立

07年調査

12年調査

0 20 40 60 80 100 120

7.5
3.91.7

0.0
0.0

3.7
3.3

3.6

0.5
0.0

89.5

宗教法人 無答不明
個人 その他

その他の法人

86.4

学校法人
（％）

１．回答者の役職（経年比較）

基本属性

２．回答園の設置形態
①幼稚園（経年比較）

②保育所（経年比較）

③認定こども園（類型）
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